
参
考
書
誌
研
究
・
第
＝
一
号
（
一
九
七
六
・
三
）

帝
国
図
書
館
文
書
に
み
る

戦
前
期
出
版
警
察
法
制
の
－
一
側
面
．

〆
　
　
．

大
滝
則
忠

土
　
屋
　
恵
　
司

！
，

　
　
　
一
ほ
じ
め
に

　
．
本
稿
で
紹
介
を
試
み
る
も
の
は
、
旧
帝
国
図
書
館
の
諸
々
往
復
文

書
、
上
申
書
三
等
の
中
に
現
存
し
て
い
る
、
戦
前
の
い
わ
ゆ
る
「
発

禁
本
」
の
扱
い
に
つ
い
て
内
務
省
お
よ
び
文
部
省
と
帝
国
図
書
館
と

の
間
に
か
わ
さ
れ
た
、
図
書
館
側
文
書
の
大
略
で
あ
る
。
ま
だ
、
帝

国
図
書
館
内
で
の
「
発
禁
本
」
の
扱
い
と
密
接
に
関
連
す
る
、
そ
の

他
の
現
存
文
書
も
含
む
（
一
）
。

　
戦
前
の
出
版
警
察
法
制
の
威
力
は
、
納
本
制
度
を
基
礎
と
し
た
事

前
お
よ
び
事
後
の
検
閲
を
通
し
て
、
・
国
民
の
出
版
活
動
を
抑
圧
す
る

国
家
機
構
に
存
し
て
い
た
。
さ
ち
に
、
そ
の
法
制
は
、
・
広
範
囲
な
国

民
生
活
の
諸
分
野
に
重
大
な
影
響
を
絶
え
ず
与
え
て
い
た
。
そ
れ
ら

の
実
態
に
つ
い
て
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
様
々
な
紹
介
や
研
究
が
な

さ
れ
セ
き
て
い
る
が
、
今
日
な
お
、
そ
の
全
容
は
明
ら
か
に
な
っ
て

．
は
い
な
い
。

　
戦
前
期
出
版
警
察
法
制
下
の
図
書
館
に
つ
駆
て
は
、
先
に
本
誌
第

二
号
に
お
い
て
、
帝
国
図
書
館
を
中
心
と
し
て
歴
史
的
な
素
描
を
試

み
、
当
時
の
図
書
館
が
出
版
警
察
法
制
の
強
制
の
も
と
に
が
ん
じ
が

ら
め
に
さ
れ
て
い
・
た
実
態
の
一
端
を
垣
間
見
た
。
そ
の
際
、
盗
塁
個

図
書
館
の
現
存
文
書
の
一
部
を
、
す
で
に
紹
介
し
て
あ
る
（
ご
）
。
本
稿

は
、
そ
れ
以
後
に
管
見
し
得
た
文
書
を
通
し
て
、
戦
前
期
出
版
警
察

法
制
の
一
側
面
を
、
さ
ら
に
素
描
し
よ
う
と
す
る
も
め
で
あ
る
。
前

一西一



稿
も
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
　
　
　
　
　
・

　
な
お
、
用
語
法
に
つ
い
て
。
、
戦
前
め
国
立
図
書
館
は
、
明
治
五
年

に
書
籍
館
と
し
て
発
足
し
て
か
ら
、
東
京
書
籍
館
、
東
京
府
書
籍
餌

を
経
て
、
東
京
図
書
館
、
帝
国
図
書
館
と
変
遷
を
し
て
い
る
。
レ
か

し
、
標
題
治
よ
び
こ
こ
に
お
い
て
は
、
、
、
そ
の
流
れ
を
「
帝
国
図
書
館
」

免
の
名
で
一
括
総
称
し
た
の
で
諒
と
さ
れ
た
い
。
　
（
た
だ
し
、
－
以
下
本

文
中
に
お
い
て
憶
、
個
々
別
々
に
称
す
る
。
）

　
本
稿
で
ば
、
最
初
に
、
納
本
制
度
に
よ
っ
て
納
本
さ
れ
た
画
書
が

帝
国
図
書
館
に
交
付
さ
れ
て
い
え
こ
と
か
ら
嘱
そ
の
交
付
の
経
緯
お

よ
び
受
入
後
の
扱
い
に
つ
い
て
概
述
す
る
。
そ
の
上
で
、
図
書
館
に

・
よ
．
る
不
用
図
書
の
廃
棄
、
交
付
の
一
部
分
途
絶
と
そ
の
影
響
を
み

る
。
「
さ
ら
に
、
出
版
警
察
法
制
に
奉
仕
す
る
た
あ
の
収
蔵
庫
と
し
て

の
図
書
館
の
実
態
を
み
る
。
量
後
に
、
．
昭
和
期
の
発
禁
本
が
帝
国
図

書
館
に
移
管
さ
れ
る
に
至
．
つ
た
経
緯
を
示
す
往
復
文
書
を
紹
介
し
た

い
と
思
う
。
（
文
書
中
〔
〕
内
は
筆
者
の
補
足
で
あ
る
。
）

注（一

j
幽
こ
れ
ら
の
現
存
文
書
は
、
す
べ
て
国
立
国
会
図
書
館
支
都
上
野
図
書

　
館
…
に
保
管
さ
れ
て
い
る
ゆ
　
」

（ゴ

j
　
大
滝
則
忠
「
戦
前
期
出
版
警
察
法
制
下
の
図
書
館
一
月
半
閲
覧
禁

㌃
止
本
に
つ
い
て
の
歴
史
的
素
描
」
『
参
考
書
誌
研
究
』
第
二
号
（
一
九
七

ズ
一
）
三
九
丁
五
三
頁
。
、

納
本
図
書
交
付
の
経
緯
ど
受
入
後
の
扱
い
、

　
戦
前
の
帝
国
図
書
館
は
、
内
務
省
か
ら
、
納
本
制
度
に
よ
っ
，
て
納

，
本
さ
れ
血
痕
書
の
交
付
を
受
け
て
い
た
（
三
）
。
こ
の
措
置
は
、
帝
国
図
、

書
館
の
前
身
で
あ
る
書
籍
館
時
代
の
明
治
八
年
三
月
一
．
三
自
を
も
つ
・

て
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
八
年
四
月
に
書
籍
館
か
ら
呼
称
を
改

め
た
東
京
書
籍
館
の
事
蹟
沿
革
略
報
に
よ
れ
ば
、
書
箒
館
は
」
明
治

五
年
四
月
に
文
部
省
博
物
局
に
お
い
て
創
立
さ
れ
、
六
年
三
月
博
覧
．

会
事
務
局
と
合
併
、
・
八
年
二
丹
再
び
分
離
し
た
が
、
書
籍
は
全
部
博

覧
会
事
務
局
の
も
の
と
な
っ
た
（
四
）
。
当
時
、
納
本
事
務
は
、
・
文
部
省

准
三
池
の
所
管
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
内
務
省
へ
移
管
さ
れ
た
。
唱
そ
、

の
問
の
事
情
は
左
の
文
書
に
よ
っ
て
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
」
①
　
〔
明
治
八
年
〕
三
月
十
三
日
旧
大
学
校
内
大
成
殿
ヲ
以
デ
仮
二

　
　
館
ト
ナ
ス
側
方
リ
文
部
省
ヨ
リ
所
蔵
ノ
書
籍
ヲ
交
付
シ
且
ツ
将
　
蓋

　
　
来
内
国
新
刊
ノ
書
籍
ハ
文
部
省
七
癖
課
一
戸
納
ル
コ
ト
ニ
各
一
部
　
　
一

　
　
ヲ
本
館
二
⊥
父
島
ス
ル
ヲ
以
テ
例
ト
．
ス
（
五
）
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
図
書
館
明
治
二
二
年
報
一
沿
革
）

，
②
　
〔
明
治
八
年
〕
七
月
准
刻
事
務
内
務
省
二
三
ス
ト
難
ト
モ
従

　
　
前
ノ
如
ク
該
省
ヨ
リ
交
付
ア
ラ
ン
事
ヲ
乞
、
フ
（
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
（
東
京
書
籍
館
明
治
八
年
報
）
・

　
③
「
前
年
㌃
月
上
刻
事
務
ヲ
内
務
省
二
附
セ
ラ
ル
ル
モ
猶
ヲ
従
前

　
　
／
如
ク
内
国
新
刊
書
籍
類
ヲ
．
該
省
ヨ
リ
交
付
ア
ラ
ン
事
ヲ
文
部

　
　
省
二
請
求
セ
シ
ニ
本
年
一
月
廿
八
日
裁
可
ヲ
得
（
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
書
籍
館
明
治
九
年
報
Y

　
東
京
書
籍
館
は
、
明
治
，
」
○
年
五
月
東
京
府
の
所
管
に
属
し
て
東

．
ゴ



京
詞
書
籍
館
と
改
称
し
、
さ
ら
に
＝
二
年
七
月
再
び
文
部
省
の
所
轄

に
復
し
て
東
京
図
書
館
と
称
す
る
に
至
っ
た
が
、
内
務
省
か
ら
の
図

書
交
付
の
措
置
は
引
継
が
れ
た
（
八
）
。
　
　
　
　
，
，

　
さ
て
、
出
版
警
察
法
制
は
、
．
明
治
一
〇
年
代
は
摸
索
の
時
代
で
あ

り
、
二
〇
年
代
に
入
っ
て
ほ
ぼ
確
立
し
、
二
六
年
四
月
．
一
四
日
の
出
版

法
の
公
布
を
も
っ
て
、
強
固
に
完
成
す
る
こ
と
と
な
る
（
九
）
。
そ
の
時

点
で
、
従
来
通
り
に
納
本
図
書
を
交
付
す
べ
き
旨
の
確
約
を
文
部
省

を
経
由
し
て
内
務
省
か
ら
取
り
つ
け
た
の
が
つ
ぎ
の
文
書
で
あ
る
。

　
④
奴
三
図
発
専
甲
一
八
六
号

　
「
今
般
公
布
相
成
候
出
版
法
二
関
ス
ル
納
本
二
部
ノ
内
壱
部
ハ
従

　
　
前
プ
通
貴
館
へ
山
座
付
可
相
成
様
文
部
大
臣
ヨ
リ
内
務
大
臣
へ
照

　
　
会
相
成
候
処
別
紙
写
ノ
通
回
答
有
之
候
蓋
付
潮
瀬
心
得
此
段
及

　
　
御
通
牒
三
四

　
　
　
　
岨
明
治
ユ
］
山
ハ
年
五
月
北
口
日
．

　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
省
専
門
学
務
局
長
事
務
取
扱
牧
野
薄
湿

　
　
　
　
東
京
図
書
館
長
田
中
稲
城
殿

　
．
、
写
．

　
　
文
丙
第
八
号

　
　
今
般
出
版
法
公
布
相
成
り
納
本
弐
部
二
改
マ
リ
タ
ル
儀
二
占
冠

　
　
専
甲
九
七
号
ヲ
以
テ
御
照
会
回
忌
了
承
右
弐
部
ノ
内
壱
部
ハ
従

　
，
前
之
通
り
可
及
御
職
付
候
此
段
及
御
回
答
候
也

　
　
　
　
明
治
ユ
仁
山
ハ
年
四
月
十
二
日

　
　
　
　
文
部
大
臣
井
上
毅
殿
　
　
　
　
内
務
大
臣
伯
爵
井
上
馨

　
こ
の
措
置
は
、
東
京
図
書
館
の
事
業
を
継
続
し
て
明
治
三
〇
年
四

月
二
七
日
の
官
制
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
、
帝
国
図
書
館
と
な
っ
て
か

ら
後
も
同
様
に
続
け
ら
れ
た
。

　
つ
ぎ
に
、
図
書
館
に
受
入
れ
ら
れ
た
図
書
は
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ

れ
た
か
。
各
年
報
の
記
載
を
た
ど
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
当
初
か
ら
、
申

部
と
乙
部
に
分
け
ら
れ

　
⑤
，
甲
部
八
断
切
陳
列
シ
テ
縦
覧
ヲ
許
ス
所
ノ
モ
ノ
ニ
係
り
乙
部

　
　
ハ
複
本
欠
本
稗
史
其
他
写
真
石
版
学
校
用
掛
図
ノ
類
ニ
シ
テ
従

　
　
三
三
中
二
蔵
〔
ス
モ
ノ
〕
（
δ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
図
書
館
明
治
一
六
年
報
）
－

　
⑥
二
二
陳
列
縦
覧
ヲ
許
ス
所
ノ
モ
ノ
（
即
チ
表
顕
甲
部
ノ
書
）

　
　
…
…
複
本
欠
本
及
雑
種
ノ
書
ニ
シ
テ
陳
列
セ
ザ
ル
モ
ノ
（
即
チ

　
　
四
三
乙
部
λ
書
）
（
＝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
図
書
館
明
治
一
七
年
報
）

・
⑦
本
年
増
加
書
ノ
内
ヨ
リ
乙
部
二
編
入
シ
テ
庫
中
二
蔵
シ
閲
覧

　
　
ヲ
許
サ
ザ
ル
モ
ノ
三
三
シ
ト
セ
ズ
是
レ
皆
雑
種
卑
近
ノ
書
ニ
シ

　
　
テ
本
館
｝
二
三
テ
公
衆
二
回
目
三
三
シ
ム
ル
土
足
ラ
ザ
ル
モ
ノ
（
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
図
書
館
明
治
二
〇
年
報
）
．

　
⑧
甲
乙
部
増
加
図
書
ノ
中
和
漢
書
ハ
主
面
内
務
省
交
付
二
歩

　
　
〔
ル
〕
（
一
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
図
書
館
明
治
二
三
年
報
）

　
か
つ
、
帝
国
図
書
館
明
治
三
一
年
報
以
降
の
統
計
表
中
の
分
類
に

お
い
て
は
、
所
蔵
図
書
を
「
衆
庶
ノ
閲
覧
二
藍
ス
ル
モ
／
」
と
「
衆

一
．
一
六一



庶
ノ
閲
覧
二
選
セ
サ
ル
モ
ノ
」
と
に
分
け
る
こ
と
と
な
る
（
西
）
。

　
し
か
る
に
、
さ
ら
に
各
年
の
報
告
を
詳
細
に
み
て
み
る
と

．
⑨
従
来
小
説
中
狽
褻
ノ
甚
シ
キ
モ
ノ
ハ
縦
覧
ヲ
禁
シ
只
歳
計
シ

　
　
カ
ラ
サ
ル
．
モ
ノ
（
太
閤
記
八
犬
伝
水
冷
伝
ノ
類
）
ヲ
許
セ
リ
（
一
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
山
三
図
霊
圏
館
…
明
治
一
山
ハ
年
一
報
）

　
⑩
小
説
類
一
覧
者
ナ
キ
ハ
該
書
ノ
中
少
年
生
徒
ノ
タ
メ
有
害
無
9

　
　
益
ノ
書
多
キ
ヲ
以
テ
「
一
昨
年
以
来
一
、
切
、
閲
瞥
淵
ヲ
停
止
セ
シ
自
由

　
　
レ
リ
（
宍
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
（
東
京
図
書
館
明
治
一
七
年
報
）

　
⑪
乙
部
書
籍
ノ
数
猶
甚
ダ
多
キ
ハ
皆
複
本
欠
本
又
声
誉
狼
ノ
書
・

　
　
ニ
シ
テ
公
衆
ノ
閲
覧
二
供
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
ヨ
ル
（
一
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
（
東
京
図
書
館
明
治
一
九
年
報
）
．

「
以
上
に
よ
っ
て
、
㌦
本
稿
で
衡
心
あ
る
対
当
た
る
図
書
が
、
図
書
館

の
実
務
上
、
厚
乙
部
図
書
の
類
の
中
に
存
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
乏

が
で
き
る
。

，
注
．

（三

j
　
ム
般
的
に
は
、
岡
田
温
「
旧
上
野
図
書
館
の
収
書
方
針
と
そ
の
蔵
書
」
、
，

　
・
『
図
書
館
研
究
銑
リ
ー
・
ズ
』
第
五
号
（
一
九
六
一
）
二
〇
ニ
ー
二
〇
三
頁
参

　
照
。

馳
（
四
）
．
国
立
国
会
図
書
館
支
部
上
野
図
書
館
編
『
帝
国
図
書
館
年
報
も
・
（
一
九

p
七
四
）
一
頁
。

．
、
（
五
）
　
同
前
注
二
八
頁
。

（六

j
　
同
前
注
三
頁
。

（
七
）

（
八
）

（
九
）

（
δ
）

（
二
）

（
三
）

（
三
）

（
扇
）

（
蓋
）

，
（
一
六
）

“
（
一
七
）

同
前
注
一
〇
頁
Q
な
お
、
岡
田
前
注
（
三
〉
二
〇
一
、
一
頁
参
照
。
囁

同
前
注
二
八
頁
。

大
滝
町
注
（
二
）
四
ヴ
ー
四
三
頁
。

『
帝
国
図
四
日
紀
年
回
報
』
革
削
注
（
二
）
山
臥
ニ
頁
σ

同
前
注
六
九
頁
っ

同
前
注
一
〇
四
頁
。

同
前
注
一
二
六
頁
。

同
前
注
一
九
二
頁
。
・

同
前
注
六
一
二
頁
。

同
前
注
冷
〇
頁
。
「
．

同
前
注
九
四
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乙

二
　
不
用
図
書
の
廃
棄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七

　
明
治
一
三
年
七
月
に
開
館
し
え
東
京
図
書
館
は
、
］
八
年
六
月
か
　
一
．

ら
東
京
教
育
博
物
館
と
合
併
し
た
が
、
一
．
一
二
年
三
月
、
一
日
の
官
制
に

よ
’
っ
て
再
び
独
立
し
た
。
当
時
、
上
野
公
園
西
四
回
忌
跡
に
あ
り
、

前
述
の
内
務
省
か
ら
の
納
本
図
書
の
交
付
、
治
よ
び
内
外
官
民
か
ら

「
の
寄
贈
・
購
求
に
よ
っ
て
、
そ
の
蔵
書
を
増
七
つ
づ
あ
っ
た
。
と
こ

一
う
が
、
・
東
京
図
書
館
で
は
、
蔵
書
の
増
加
に
比
較
し
て
、
そ
れ
を
収

容
す
る
書
庫
の
充
実
が
思
5
1
に
ま
か
せ
ず
馬
書
庫
増
築
を
将
来
須
要

の
件
乏
し
て
、
文
部
省
に
報
告
す
る
に
至
っ
た
。

　
⑫
、
将
来
須
要
ズ
件
k

　
　
書
庫
増
築
添
館
蔵
書
ハ
年
々
一
方
数
千
冊
ヲ
増
ツ
本
年
末
甲
「

　
　
乙
部
図
書
ハ
実
二
三
十
一
万
四
千
余
冊
二
上
ツ
ニ
棟
ノ
書
庫
殆
．
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
U
，
’



　
　
ト
充
実
シ
両
三
年
ヲ
出
ズ
シ
テ
寛
二
貯
蔵
ノ
余
地
ナ
カ
ラ
ン
ト

　
　
ス
其
増
築
ヲ
企
ル
ハ
亦
巴
ム
可
ラ
ザ
ル
ナ
リ
傍
テ
其
費
用
ハ
将

　
　
二
廿
九
年
度
ソ
予
算
二
於
テ
請
求
セ
ン
ト
．
ス
（
天
）
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
図
書
館
明
治
二
六
年
報
）

・
当
時
、
書
庫
増
築
の
必
要
性
が
年
報
中
に
記
載
さ
れ
た
の
は
、
こ

の
明
治
二
六
年
報
が
最
初
で
あ
る
コ
し
か
し
、
年
々
の
蔵
書
の
増
加

に
対
し
て
ど
う
す
べ
き
か
は
、
・
実
務
担
当
者
の
間
で
す
で
に
以
前
か

ら
の
懸
案
事
項
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
最
初
に
実
行
に
移
さ
れ
た

の
が
、
不
用
図
書
の
廃
棄
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
’
つ
ぎ
の
文
書
か
ら
う

か
が
う
こ
ど
が
で
き
る
。

　
⑬
三
三
二
五
号

　
　
　
　
，
明
治
廿
四
年
九
月
七
日
　
　
，
　
　
、
　
　
庶
務
掛

　
　
　
不
用
図
書
廃
棄
之
儀
二
付
近

　
　
当
館
二
於
テ
内
務
省
ヨ
リ
受
傾
致
候
図
書
（
出
版
条
例
ニ
ョ
リ

　
　
納
本
ト
ナ
リ
タ
ル
モ
・
ノ
）
ハ
総
テ
保
存
計
略
立
処
年
々
之
増
加

　
　
ノ
数
不
出
遠
忌
ラ
ズ
シ
テ
貯
蔵
上
大
二
困
難
ヲ
生
ス
ベ
キ
ハ
今

　
　
・
ヨ
リ
推
知
セ
ラ
レ
候
然
ル
ご
右
出
版
物
ノ
中
ニ
ハ
後
世
二
至
リ

　
．
テ
ぞ
参
考
上
露
モ
稗
益
ナ
シ
ト
被
相
考
候
モ
ノ
モ
有
之
候
二
付

　
　
是
等
ハ
本
館
二
於
テ
便
宜
甑
別
ヲ
加
へ
凡
三
年
乃
至
五
年
間
保

　
、
存
シ
其
以
後
ハ
廃
棄
ス
ル
ノ
制
ヲ
定
メ
三
度
サ
ス
レ
バ
幾
分
力

　
　
貯
蔵
物
ノ
充
温
ヲ
減
シ
且
保
存
上
ノ
手
数
モ
相
省
ケ
而
シ
テ
公

　
　
衆
ノ
本
館
ヲ
利
用
ス
ル
上
二
於
テ
モ
一
向
差
支
無
南
濃
ト
存
候

　
　
条
右
廃
棄
ノ
途
相
開
キ
粒
度
此
段
至
急
仰
高
裁
候
也

　
　
　
但
本
文
廃
棄
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
例
ヘ
ハ
児
童
ノ
玩
弄
二
供
ス
ル
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
絵
本
類
ノ
如
キ
極
メ
テ
卑
近
ノ
モ
ノ
」
見
込
二
有
之
候
尤
壷
中

　
　
　
二
’
テ
モ
後
世
二
，
於
デ
何
年
時
代
ニ
ハ
如
何
ナ
ル
モ
ノ
流
行
セ
シ

　
　
三
等
ヲ
徴
ス
ベ
キ
為
メ
ノ
摸
本
ハ
ー
ト
通
り
保
存
三
三
積
リ
ニ

　
　
有
之
候

、
「
④
　
妓
翻
醐
発
専
甲
七
七
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
東
京
図
書
館

　
　
本
月
七
日
付
伺
甲
皮
二
五
号
其
館
所
蔵
図
書
ノ
内
児
童
ノ
玩
弄

　
　
　
二
供
ス
ル
絵
本
類
ノ
如
キ
極
テ
卑
近
ニ
シ
テ
有
用
二
属
．
セ
サ
ル

　
　
分
廃
棄
ノ
件
ハ
三
三
ク

　
　
　
但
一
種
類
二
三
一
通
ハ
保
存
ス
・
ヘ
シ

　
　
　
　
明
治
廿
四
年
九
月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梱
包
大
臣
伯
爵
大
木
喬
任

　
こ
こ
に
「
不
用
図
書
」
と
い
う
竜
の
は
、
，
「
有
用
図
書
」
と
対
比
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
不
用
図
書
と
は
、
東
京
図
書
館
明
治
二
二
年
報

に
「
乙
部
図
書
ノ
中
全
ク
不
用
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
他
ノ
有
用
ナ
ル
図
・

書
ト
交
換
」
（
一
九
）
と
す
で
に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
乙
部
図
書

中
の
一
部
の
も
の
を
指
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
結
局
、
⑬
⑭
で

，
決
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
幽
乙
部
図
書
の
一
部
廃
棄
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

か
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
明
治
二
七
年
五
月
に
提
出
さ
れ
た
東
京
図
書
館
明
治
．
二

六
年
報
中
の
先
の
⑫
の
記
載
の
背
景
と
な
る
事
情
は
、
発
禁
本
を
め

ぐ
る
つ
ぎ
の
往
復
文
書
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。



⑮
三
三
第
一
九
号

　
左
記
之
書
籍
去
ル
明
治
十
一
年
八
月
三
十
一
日
及
送
付
財
団
処

　
明
治
廿
四
年
十
月
中
発
行
禁
止
畳
付
入
用
之
廉
有
之
三
条
至
急

　
御
返
戻
相
成
度
此
段
及
御
照
会
三
三
　
　
　
　
’

一
懸
枕
草
紙
鞘
穐
饒
蒲
三
日
白
板

明
治
廿
⊥
ハ
年
齢
ハ
月
〃
七
日

一
冊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
省
庶
務
局

　
、
、
東
京
図
書
館
御
中

⑯
狂
騰
九
八
号
　
　
　

二
十
六
年
六
月
十
日

館
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庶
務
掛

　
　
枕
草
紙
返
戻
之
義
二
付
内
務
省
へ
左
案
御
回
唐
馬
相
豊
野

　
枕
草
紙
　
壱
冊
－

．
右
発
行
禁
止
回
付
御
返
三
三
致
旨
御
照
会
承
了
然
ル
》
二
当
館
蔵
・

　
書
ハ
甲
乙
両
部
二
大
分
シ
乙
部
ハ
庫
中
二
蔵
シ
テ
公
衆
二
閲
覧

　
セ
シ
メ
ザ
ル
者
二
有
之
候
処
右
枕
草
紙
か
即
．
チ
此
部
類
ニ
テ
只

　
今
一
野
相
分
リ
兼
単
二
什
取
調
次
第
御
返
戻
可
致
凶
報
左
様
御

　
了
承
相
成
度
此
段
母
御
回
答
候
也

　
　
　
年
月
　
日
　
　
　
．
　
　
’
　
　
　
　
館
名

　
　
　
．
内
務
省
庶
務
局
留
　
　
　
　
．

⑰
早
瀬
枕
草
紙
舳
網
帯
鋸
騰
砺
三
日
出
版
で
冊

　
右
ハ
発
売
禁
止
下
付
去
六
月
中
御
返
戻
柑
成
度
電
導
進
候
処
該

　
書
ハ
貴
館
乙
号
ノ
雲
切
シ
テ
庫
中
．
二
収
蔵
一
朝
御
取
調
へ
難
ク

　
ニ
減
分
リ
次
第
御
返
戻
可
相
成
旨
然
ル
目
今
以
テ
御
返
戻
無
之

　
　
　
二
三
早
々
御
返
三
三
三
度
此
段
再
応
申
三
雲
也

　
　
　
．
明
治
十
六
年
十
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
省
庶
務
局
図
書
課

　
　
　
　
東
京
図
書
館
御
中

　
⑱
・
’
廿
六
年
十
月
十
二
日
庶
務
掛

　
　
　
内
務
省
図
書
課
ヨ
リ
枕
草
紙
返
戻
方
再
応
照
会
二
段
回
答

　
　
懸
枕
草
紙
鞘
鞠
購
三
三
版
．
一
冊
　
・

　
　
右
御
返
田
方
之
義
二
付
再
応
御
照
会
之
趣
致
承
知
候
然
ル
三
巴

　
　
三
三
嚢
二
月
照
会
有
之
候
節
何
分
見
当
リ
不
申
二
付
刃
趣
及
御

　
　
回
答
置
其
後
種
々
捜
索
候
へ
共
多
数
ノ
図
書
中
何
レ
へ
仕
舞
込

　
　
候
野
曝
以
テ
見
当
不
詳
候
間
尚
取
調
之
上
見
当
リ
次
第
御
返
戻

　
　
可
致
候
三
訂
三
三
了
知
相
成
度
此
段
及
御
回
答
候
也

　
　
　
　
内
務
省
庶
務
局
図
書
課
宛
　

「
　
　
」
館

　
こ
の
文
書
の
意
義
は
、
後
の
四
で
指
摘
す
る
点
を
こ
こ
で
は
さ
て

．
置
く
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、
書
庫
が
狭
か
っ
た
こ
と
、
閲
覧
に
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

㌦
さ
れ
な
い
乙
部
図
書
は
一
旦
必
要
あ
る
場
合
に
取
り
出
す
に
足
る
整

理
保
管
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
内
務
省
が
発
禁
と
し
た
図

書
が
乙
部
図
書
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
ご
と
、
を
示
し
て
い
る
文
書

で
あ
る
と
い
え
る
。

　
続
い
て
、
書
庫
の
三
三
は
ま
す
ま
す
緊
急
に
解
決
す
べ
き
こ
と
と

な
り
、
再
び
廃
棄
の
方
針
が
一
層
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
⑲
＼
、
」
　
廿
七
年
七
月
三
日
庶
務
掛
．

　
　
　
図
書
廃
棄
之
義
二
付
伺

㌧

【死一



、

　
　
当
館
二
於
テ
内
務
省
ヨ
リ
受
領
倉
岳
図
書
－
（
出
版
法
二
依
リ
納

　
　
本
ト
ナ
リ
タ
ル
モ
ノ
）
ノ
内
極
テ
卑
近
ノ
モ
ノ
廃
棄
ノ
途
相
開

　
　
回
忌
ハ
去
明
治
廿
四
年
九
月
中
伺
首
相
成
候
〔
前
出
⑬
⑭
を
指
す
〕

　
　
然
ル
ニ
其
後
蔵
書
ハ
月
日
増
加
致
シ
乙
部
図
書
（
重
複
又
ハ
雑

　
　
種
卑
近
ニ
シ
テ
公
衆
二
閲
読
セ
シ
メ
サ
ル
モ
ノ
）
ハ
総
テ
書
庫

　
　
三
階
二
貯
蔵
三
三
三
三
自
然
積
量
過
重
相
四
過
日
之
強
震
二
於

　
　
テ
ハ
小
ク
棟
梁
二
異
状
ヲ
生
シ
稽
や
危
険
ノ
惧
有
之
候
次
第
二

　
　
付
此
際
幾
分
ノ
重
量
ヲ
減
ス
ヘ
キ
必
要
ヲ
感
シ
候
へ
共
差
向
他

　
　
へ
分
置
ス
ヘ
キ
場
所
モ
無
之
候
二
付
右
内
務
省
ヨ
リ
受
領
ス
ル

　
　
図
書
ノ
内
廃
棄
ス
ル
ヲ
得
ル
ノ
範
囲
ヲ
今
少
シ
相
拡
メ
児
童
ノ

　
　
玩
弄
二
供
ス
ル
絵
本
類
ノ
如
キ
極
テ
卑
近
ソ
者
ハ
総
テ
之
ヲ
廃

　
　
棄
ス
ル
ノ
外
一
書
ニ
シ
テ
数
種
ア
ル
モ
ノ
耳
鎖
キ
ハ
．
其
優
劣
ヲ

　
　
瓢
別
シ
テ
三
種
ノ
三
一
ニ
ヲ
保
存
シ
其
他
有
用
二
属
セ
サ
ル
見

　
　
込
ノ
分
ハ
便
宜
廃
棄
ス
ル
ヲ
得
ル
コ
．
ト
（
例
ヘ
ハ
教
科
書
ニ
シ

　
　
テ
数
版
ア
ル
モ
ノ
ハ
最
後
ノ
一
二
版
ヲ
存
シ
テ
其
他
ハ
廃
棄
ス

　
　
ル
ノ
類
）
ト
管
下
此
段
仰
高
裁
候
也

　
　
　
　
丈
部
大
臣
宛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
館
長

　
⑳
　
指
令
写

　
　
本
年
七
月
三
日
付
甲
第
一
＝
号
伺
其
館
不
用
図
書
廃
棄
ノ

　
　
件
認
可
ス

　
　
，
　
明
治
二
十
七
年
八
月
九
日
　
　
　
‘
’
　
文
部
大
臣

　
し
か
る
に
、
こ
の
直
後
、
東
京
図
書
館
は
⑮
巴
同
様
の
つ
ぎ
の
よ

う
な
交
付
図
書
返
戻
方
照
会
を
内
務
省
か
ら
受
け
て
，
い
る
。
そ
の
回

答
の
中
で
、
⑯
の
表
現
と
は
異
な
っ
て
「
廃
棄
書
類
ノ
中
二
混
入
致

シ
置
候
間
捜
索
／
途
下
之
候
」
と
い
う
一
歩
進
ん
だ
表
現
に
な
っ
て

い
る
こ
と
は
、
こ
の
決
定
の
結
果
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
ケ
（
二
〇
）
。

　
⑳
　
一
　
暦
の
解
　
発
行
人
宮
崎
八
十
八
　
大
阪

　
　
　
　
但
廿
七
年
九
月
四
日
別
括
拾
六
冊
三
曲
テ
送
付
・

　
　
〔
他
四
部
略
〕

　
　
定
離
五
部
夫
々
但
書
之
通
ニ
テ
及
御
送
付
在
置
処
今
般
何
レ
モ

　
　
発
行
禁
止
相
成
候
二
付
御
返
却
相
成
度
此
段
及
御
照
会
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

，
　
　
廿
八
年
一
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
塗
昌
保
局
図
書
課

　
　
　
　
東
京
図
書
館
御
中

　
⑳
　
　
　
．
、
廿
八
年
一
月
廿
六
日
　
　
　
　
　
、
・
庶
務
掛
　
　
・
一

　
　
　
内
務
省
図
書
課
ヨ
リ
暦
の
解
外
四
種
返
却
御
照
会
二
野
回
答
　
二
〇

　
　
一
　
暦
の
解
発
行
人
宮
崎
八
十
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【

　
　
．
〔
他
四
部
略
〕

　
　
右
発
行
禁
止
相
昏
昏
二
言
返
戻
可
度
遷
御
照
会
之
趣
了
承
然
ル

　
　
処
右
ハ
公
衆
二
閲
覧
セ
シ
ム
ヘ
キ
部
類
ノ
モ
ノ
ニ
無
之
又
永
ク

、
　
保
存
ス
へ
三
三
ノ
モ
ノ
ニ
モ
無
三
二
付
廃
棄
書
類
ノ
中
二
混
入

　
　
致
シ
置
三
間
捜
索
え
三
無
三
三
条
三
二
．
廃
棄
シ
タ
ル
毛
ノ
ト
御

　
　
三
三
有
之
度
此
段
及
御
阿
答
候
也

　
　
　
　
警
保
局
図
書
三
三
　
　
　
　
　
　
　
　
唱
　
　
　
館

　
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
「
三
二
廃
棄
相
成
候
義
ナ
レ
バ
不
得
止
候

三
共
未
タ
廃
棄
不
相
成
候
ハ
・
．
御
返
戻
存
之
度
」
と
同
年
一
旦
三

日
付
で
再
び
警
保
局
図
書
課
か
ら
来
信
し
、
さ
ら
に
図
書
館
か
ら
二



月
二
日
付
で
五
種
の
内
二
種
発
見
の
旨
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
今
日
、
「
わ
れ
わ
れ
．
は
、
明
治
二
〇
年
代
以
前
の
発
禁
本

を
、
当
時
の
蔵
書
を
引
継
ぐ
国
立
国
会
図
書
賠
で
ほ
と
ん
ど
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
¢
癒
ぜ
な
ら
、
引
継
い
だ
蔵
書
の
中
に
な
い
か
ら
で

あ
る
つ
処
分
さ
れ
た
と
い
わ
れ
，
る
図
書
の
∵
冊
二
冊
に
つ
い
て
詳
細

に
調
査
し
た
上
で
な
け
れ
ば
結
論
は
出
な
い
が
、
そ
れ
は
今
不
可
能

で
あ
る
の
で
、
さ
し
あ
た
り
以
上
の
よ
、
5
な
廃
棄
の
措
置
が
行
な
わ

れ
て
い
た
こ
と
、
，
廃
棄
さ
れ
た
め
は
乙
部
図
書
の
一
部
で
あ
る
こ
と
、

⑭
愈
麿
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
発
禁
処
分
の
対
象
に
な
’

る
図
書
が
、
そ
の
処
分
以
前
に
図
書
館
に
受
入
れ
ち
れ
た
際
に
乙
部

図
書
に
多
く
入
れ
ら
れ
て
い
た
・
可
能
性
が
強
い
こ
と
等
の
’
理
由
か

ち
、
以
上
め
措
置
の
決
定
に
よ
り
、
実
際
に
ど
の
位
の
量
の
図
書
が
廃
・

棄
さ
れ
た
か
を
数
量
葡
．
に
知
る
こ
忠
に
興
味
の
あ
み
ご
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
図
書
館
各
年
報
に
よ
っ
て
、
最
初
の
廃
棄
決
定
‘

、
の
あ
っ
た
明
治
二
四
年
報
か
ら
、
書
庫
問
題
が
新
館
建
築
に
よ
っ
て

，
解
決
が
つ
い
た
と
思
わ
れ
る
明
治
三
八
年
度
年
報
ま
で
を
み
る
に
《

、
乙
部
和
漢
書
に
つ
い
て
馬
廃
棄
が
あ
っ
た
と
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

明
治
二
八
年
に
お
け
る
四
四
二
冊
の
み
で
あ
る
。

’，

L
乞
部
図
書
ノ
減
数
和
漢
書
四
百
四
十
五
冊
ノ
内
三
冊
ハ
・
甲
部

　
　
」
一
移
シ
四
百
四
十
二
冊
ハ
重
複
ニ
シ
テ
全
ク
不
用
ナ
リ
，
シ
ヲ
以

　
「
’
テ
出
冗
却
シ
タ
ル
ナ
リ
（
三
）
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
図
書
館
明
治
二
八
年
報
）

　
明
治
二
四
年
忌
ら
二
七
年
お
よ
び
二
九
年
に
は
、
「
乙
部
和
漢
書
数
「

に
減
数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
明
白
に
廃
棄
の
名
目
に
よ
る
漉
数

で
は
な
い
。
ま
た
、
帝
国
図
書
館
と
な
っ
た
明
治
三
個
年
以
降
の
年

報
に
は
、
　
「
乙
号
表
　
三
　
図
書
増
減
表
」
中
に
基
部
和
漢
書
に
つ

い
て
「
売
却
譲
与
廃
棄
合
装
其
他
減
却
」
数
が
記
さ
乳
て
か
る
が
因

乙
部
和
漢
書
に
つ
い
て
は
何
ら
減
数
の
記
載
が
な
い
（
一
三
）
。

　
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
推
測
が
な
さ
れ
得
る
が
、
馳

今
は
さ
て
置
こ
う
。
　
・
　
一
　
－

注（一

ｪ）．

w
帝
国
図
書
館
年
報
』
前
注
（
四
）
一
五
一
頁
。
、

八
晃
）
　
同
前
注
一
二
〇
頁
。

（二

Z）

結
梭
ﾍ
書
館
で
は
Y
⑲
の
伺
に
対
し
て
⑳
の
指
令
が
み
っ
た
に
も

　
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
紛
失
し
、
康
京
図
喜
館
長
田
中
稲
城
発
闘
治
二
、
，

　
八
年
五
月
一
八
日
付
乙
第
一
〇
四
号
文
部
省
専
門
学
務
局
長
木
下
広
次

　
あ
て
の
文
書
に
よ
っ
て
、
指
令
の
督
促
を
し
て
い
る
。
，
そ
し
て
こ
八
年

　
六
月
一
，
二
日
付
で
指
令
の
写
の
再
送
付
を
願
ド
出
て
お
り
馬
文
部
省
専

「
門
学
務
局
発
明
治
二
八
年
六
月
一
四
日
郵
亭
乙
六
二
〇
号
東
京
図
書
館

　
あ
て
の
文
書
に
よ
っ
て
そ
の
写
を
手
に
入
れ
て
い
み
。

（
三
〉
『
帝
国
図
書
館
年
報
』
前
面
（
四
）
一
六
六
頁
。

〈
一
三
）
．
岡
田
前
注
（
三
）
に
よ
れ
ば
、
「
上
野
図
書
館
で
は
内
零
本
を
甲
・
乙
・
馳

　
丙
の
三
部
類
に
部
類
分
け
を
し
た
。
即
ち
、
甲
諭
達
利
屠
な
ら
び
忙
保

’．

ｶ
の
価
値
あ
り
と
す
渇
庵
の
、
乙
部
は
目
下
の
空
芝
価
値
鳳
乏
し
い
が
㍉

・、

皷
桙
ﾌ
保
存
の
道
を
講
じ
、
，
価
値
に
つ
い
て
は
後
日
の
判
断
を
待
つ
為

巾
の
馬
，
聰
及
び
丙
部
は
全
然
利
用
な
ぢ
び
に
保
存
の
価
値
た
し
ど
す
る
も
の
・

　　’　七一



で
あ
る
。
納
本
中
に
は
広
告
、
引
札
、
正
月
用
の
玩
具
、
殆
ん
ど
文
字

・
の
な
い
目
三
三
、
．
帳
簿
類
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
等
は
恥
部
と
し
て
．
一

ケ
年
間
保
存
の
上
廃
棄
さ
れ
た
L
〈
同
二
〇
三
－
二
〇
四
頁
）
と
い
う
。
、

こ
の
「
丙
部
」
の
存
在
を
示
す
表
現
は
、
賜
治
三
〇
年
以
降
曜
和
二
〇
，

年
ま
で
の
帝
国
図
書
館
各
年
報
に
お
い
て
ば
一
片
も
見
出
す
こ
と
は
で
」

，
き
な
い
。
ま
た
、
他
め
文
書
中
に
も
直
接
「
沼
部
」
を
指
す
表
現
は
で

て
こ
な
塾
。
そ
の
た
め
こ
の
「
端
部
」
が
、
い
っ
か
ら
、
ま
た
ど
の
よ

う
に
し
て
で
き
た
の
か
は
詳
ち
か
で
な
い
。
し
か
し
、
後
掲
文
書
㊧
に

み
ら
れ
ゐ
「
壱
枚
摺
其
他
極
メ
テ
卑
近
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
永
久
保
存
ノ
必

要
無
品
ト
認
メ
タ
ル
類
」
及
び
同
⑳
に
お
け
る
「
廃
棄
〔
の
部
類
〕
」
と
い

う
表
現
が
こ
の
「
丙
部
」
に
該
当
す
る
こ
ど
は
明
ら
か
で
あ
り
、
実
質
的

に
丙
部
の
存
在
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
．
　
　
－

三
　
交
付
納
本
図
書
の
【
台
割
途
絶

　
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
文
書
か
ら
噛
．
東
京
図
書
館
に
お
い
て
は
、
内

務
省
の
出
版
警
察
上
の
目
的
に
よ
る
返
戻
方
σ
照
会
に
対
し
て
、
交

付
を
受
け
た
図
書
に
関
す
る
保
存
お
よ
び
提
供
の
体
制
が
充
分
で
な

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
特
に
⑯
⑰
⑱
お
よ
び
⑳
参
照
）
。
こ
の
こ
と

が
、
’
内
務
省
を
し
て
明
治
三
一
年
六
月
以
降
、
従
来
行
な
っ
て
き
た

納
本
図
書
の
交
付
の
ヶ
ち
、
一
部
分
を
打
切
る
乏
い
う
措
置
を
と
ら

毛
め
る
と
い
う
事
態
を
生
じ
さ
ぜ
た
。
内
務
省
に
よ
る
東
京
図
書
館

に
対
す
る
か
か
る
措
置
の
第
一
歩
が
つ
ぎ
の
文
書
で
あ
る
。
一

　
⑭
　
三
図
発
第
一
〇
七
号

　
　
本
省
ヨ
リ
御
送
付
三
三
総
テ
ノ
図
書
ハ
貴
館
一
望
テ
総
テ
保
存

　
　
，
閲
覧
二
追
贈
ラ
ル
・
ヤ
或
ハ
否
ラ
サ
ル
モ
ノ
有
之
や
一
応
承
知

　
・
重
度
此
段
及
照
会
旧
領
、

　
　
　
　
明
治
二
十
九
年
八
月
十
日
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
警
保
局
長
小
野
田
元
熈

　
　
　
　
東
京
図
書
館
長
田
中
稲
城
殿

　
⑳
　
　
　
．
．
　
　
　
・
　
　
廿
九
年
八
月
十
二
日
－
庶
務
掛

　
　
・
内
務
省
警
保
局
ヨ
．
リ
送
付
書
籍
取
扱
方
照
会
二
黒
回
答
．

　
　
貴
省
ヨ
リ
御
送
付
相
成
候
総
テ
ノ
図
書
保
存
閲
読
二
時
ス
ル
ヤ
．

　
　
否
ノ
義
御
照
会
之
趣
了
承
右
御
送
付
ノ
図
書
ハ
査
閲
ノ
上
甲
乙

　
　
二
部
二
甑
別
シ
撃
墜
ハ
直
二
整
頓
シ
テ
一
．
般
公
衆
λ
閲
読
自
供

　
　
シ
乙
部
ハ
三
保
存
二
三
メ
特
二
閲
読
ヲ
望
ム
モ
ノ
ア
レ
パ
之
ヲ

　
・
許
ス
コ
ト
ニ
規
定
致
シ
置
旧
（
但
三
民
送
付
図
書
ノ
）
其
的
弓
．

　
　
枚
摺
ノ
モ
ノ
其
他
極
テ
卑
近
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
永
久
保
存
ノ
必
要

　
　
無
之
ト
認
メ
タ
ル
類
．
八
（
一
二
年
保
存
ノ
後
）
便
宜
廃
棄
致
シ

　
．
候
モ
ノ
モ
有
之
候
左
様
御
承
知
有
之
度
此
段
腰
回
唯
唯
也

－
か
く
し
て
、
東
京
図
書
館
の
内
部
の
扱
い
は
内
務
省
に
公
に
伝
え

ら
れ
、
内
務
省
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
．

．
さ
て
、
明
治
三
〇
年
四
月
二
七
ぼ
帝
国
図
書
館
官
制
が
公
布
ざ
れ

て
、
「
東
京
図
書
館
か
ら
帝
国
図
書
館
へ
と
名
称
が
変
り
た
。
．

　
そ
の
翌
三
一
年
、
帝
国
図
書
館
は
、
内
務
省
か
ら
先
の
⑮
⑳
と

同
様
の
発
禁
本
返
戻
方
の
照
会
を
受
け
る
。

＠
記

　
一
，
黒
糖
粋
人
乃
宝
，
　
　
　
　
　
「
　
・
　
　
　
　
　
壱
冊

　　m
　E一一

▼
　
　
　
．



　
　
　
　
　
但
大
阪
府
名
倉
三
三
明
治
廿
二
年
八
月
発
行

　
　
　
〔
他
八
種
略
〕
、

　
　
右
九
種
何
レ
モ
発
行
之
当
時
発
御
送
付
見
処
今
般
発
行
禁
止
相

　
　
成
翁
付
御
返
戻
有
之
度
此
段
及
御
照
会
候
也

　
　
　
　
明
治
三
十
一
年
五
月
三
十
日
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
内
務
省
警
保
局
図
書
課

　
　
　
　
帝
国
図
書
館
御
中

　
⑳
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
三
十
一
年
六
月
一
日
　
庶
務
掛
．

　
　
　
内
務
省
発
行
禁
止
之
書
籍
返
戻
方
照
会
二
三
回
答

　
二
　
翻
心
粋
人
の
宝
　
名
倉
亀
楠
　
明
治
廿
二
年
八
月
発
行

　
　
　
　
〔
他
八
種
略
〕

　
　
右
今
般
発
行
禁
止
相
成
候
直
付
御
返
興
野
糞
婆
御
照
会
ノ
趣
了
．

　
　
承
然
ル
処
御
送
付
ノ
図
書
類
ハ
本
館
二
於
テ
総
テ
甲
乙
及
廃
棄

　
　
ノ
三
類
二
分
チ
処
分
致
シ
候
慣
例
二
有
之
右
御
来
示
ノ
分
ハ
何

　
　
レ
モ
第
三
類
三
遍
シ
御
返
戻
難
叢
叢
条
左
様
御
承
知
相
成
度
此

　
　
筆
名
回
答
筆
墨
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：

　
　
　
　
内
務
省
警
保
局
図
書
士
爵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
館

　
こ
こ
に
お
い
て
、
内
務
省
は
内
従
来
か
ら
の
納
本
図
書
交
付
の
一

部
分
を
打
切
る
こ
乏
を
決
め
、
帝
国
図
書
館
に
通
知
し
て
く
る
こ
と

と
な
る
。
こ
の
通
知
は
、
最
初
直
接
に
帝
国
図
書
館
に
も
た
ら
さ
れ

た
が
、
図
書
館
か
ら
は
、
通
知
を
文
部
省
経
由
と
さ
れ
た
い
旨
回
答
．

’
が
あ
り
、
文
部
省
を
経
由
し
て
改
め
て
帝
国
図
書
館
に
も
た
ら
さ
れ

－
た
。
・
、

⑳
三
三
雛
警
図
省
都
四
二
号

　
従
来
及
交
付
候
納
本
図
書
之
内
別
三
物
ト
シ
テ
交
付
候
分
三
三

　
察
取
締
上
必
要
二
有
之
又
選
書
館
二
於
テ
ハ
多
ク
廃
棄
物
ト
シ
，

　
テ
御
取
扱
之
三
月
モ
聞
及
候
条
自
今
右
之
分
ハ
背
切
交
付
不
致

　
候
左
様
御
了
知
有
之
度
胆
段
申
進
候
也

　
　
　
明
〃
治
一
二
十
一
年
山
ハ
月
山
三
日
、
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
省
警
保
局

　
　
　
帝
国
図
書
館
御
中

⑳
計
一
年
六
月
八
日
庶
務
掛

　
　
内
務
省
警
保
局
ヨ
ウ
納
本
図
書
ノ
薫
別
並
物
交
付
セ
サ
ル
旨

　
　
通
牒
二
四
回
答
、

　
従
来
交
付
相
成
潮
候
納
本
図
書
之
選
別
括
物
ト
シ
テ
交
付
有
之

　
壁
塗
ハ
自
今
一
切
交
付
不
相
成
旨
昨
六
日
付
警
図
省
第
四
二
号

　
ヲ
以
テ
御
申
越
有
之
翠
黛
右
ハ
・
去
明
治
廿
六
年
四
月
廿
一
日
付

　
文
無
第
八
号
〔
前
出
④
を
指
す
〕
ヲ
以
テ
貴
省
大
臣
ヨ
リ
文
部
大

　
臣
へ
御
回
答
三
三
モ
有
之
三
二
付
当
館
限
リ
承
認
致
ス
ヘ
キ
者

　
一
一
無
三
三
ト
三
三
条
三
二
貴
省
大
臣
ヨ
リ
文
部
大
臣
へ
向
ケ
御

‘
照
会
有
之
度
此
段
及
御
回
答
候
也

⑳
　
奴
翻
魏
風
声
第
三
一
．
一
八
号

　
出
版
法
二
於
ケ
ル
納
本
図
書
交
付
方
ノ
儀
二
選
内
務
省
ヨ
リ
別

　
厚
岸
ノ
通
照
会
有
之
難
処
右
二
付
御
意
見
一
－
応
承
知
零
度
此
段
－

　
及
御
照
会
候
也

　
　
　
明
治
三
十
一
年
六
丹
廿
二
日
一

一
三二

一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
省
図
書
局
長
心
得
渡
部
董
之
介

　
　
　
帝
国
図
書
館
長
田
中
稲
城
殿

　
写

　
出
版
法
二
三
ケ
ル
納
本
一
部
ハ
従
来
帝
国
図
書
館
へ
交
付
シ
来

■
リ
処
分
ア
ル
毎
二
返
却
方
照
会
及
来
り
置
処
今
回
処
分
相
成
タ

　
ル
モ
ノ
ハ
既
二
廃
棄
シ
テ
返
却
難
致
旨
図
書
館
ヨ
リ
回
答
柑
成

　
候
〔
前
出
働
⑳
を
指
す
〕
就
テ
ハ
図
書
館
二
於
テ
廃
棄
相
成
候
出
版

　
物
が
却
テ
多
ク
敬
言
忌
上
取
締
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ニ
有
之
候
条
今
後

　
右
二
限
リ
御
交
団
団
及
様
三
度
尤
モ
納
本
ハ
悉
皆
保
存
セ
ラ
迦

　
テ
一
切
廃
棄
地
ヲ
レ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
従
前
普
通
交
付
シ
テ
モ
差

　
支
無
町
鳶
此
段
及
御
照
会
土
肥

　
　
　
朗
刀
治
一
二
十
一
年
山
ハ
月
二
一
十
一
、
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
内
務
次
官
松
岡
康
毅

　
　
　
文
部
次
官
小
山
健
三
殿

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
一
年
六
月
廿
四
日
　
庶
務
掛

　
　
納
本
交
付
方
之
儀
内
務
省
ヨ
リ
文
部
省
へ
照
会
有
之
旨
ヲ
以

　
　
テ
図
書
局
長
ヨ
リ
照
会
当
付
回
答

　
出
版
法
二
於
ケ
ル
納
本
図
書
交
付
方
ノ
儀
二
付
内
務
省
ヨ
リ
照

　
会
有
之
候
趣
ヲ
以
テ
卑
見
御
承
知
相
成
度
旨
御
照
会
之
趣
了
承

　
右
交
付
書
ノ
内
廃
棄
候
モ
ヵ
有
之
候
儀
ハ
明
治
廿
四
年
九
月
十

　
六
田
付
〔
前
出
⑭
を
指
す
〕
井
明
治
廿
七
年
八
月
九
日
付
〔
前
出
⑳
を

　
指
す
〕
伺
済
之
通
リ
主
ト
シ
テ
書
庫
ノ
狭
隆
ナ
ル
ニ
基
キ
臨
時

　
不
得
止
処
分
二
有
之
三
次
第
二
三
更
二
貯
蔵
場
ノ
都
合
出
来
候
’

　
　
上
ハ
廃
棄
オ
処
分
ヲ
止
メ
候
考
二
有
之
回
付
テ
ハ
右
条
件
ヲ
付

　
　
シ
当
分
ノ
内
旨
照
会
前
段
ノ
意
解
応
ズ
ヘ
ク
候
間
追
テ
納
本
悉

　
　
皆
保
存
ノ
計
画
雲
立
三
三
ハ
復
ヒ
従
前
ノ
通
交
三
相
成
候
毎
回

　
　
度
量
御
回
答
書
成
度
此
段
還
御
回
答
課
題

　
　
　
　
図
書
局
長
心
得
宛
・
，
　
　
．
　
　
　
　
　
　
館
長

　
当
時
の
書
庫
の
状
態
は
、
、
東
京
図
書
館
の
規
模
を
拡
張
し
て
帝
国

図
書
館
が
設
置
さ
れ
た
（
量
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
の
⑫
に
み
た
東

京
図
書
館
明
治
二
六
年
報
の
記
載
す
る
と
こ
ろ
と
何
ら
変
ら
な
か
っ

た
。

　
⑳
’
各
建
～
物
干
皆
狭
隆
ヲ
極
［
メ
・
：
・
：
壼
日
華
モ
亦
已
二
充
実
シ
年
々
．

　
　
増
加
ノ
図
書
ヲ
蔵
ム
ル
ニ
余
地
ナ
ク
為
メ
ニ
姑
息
ノ
排
列
ヲ
ナ
．

　
　
シ
図
書
出
納
上
大
二
不
便
ヲ
感
シ
タ
リ
…
…

　
　
図
書
保
存
ノ
状
況
二
関
シ
テ
ハ
已
二
回
忌
ノ
三
二
陳
述
セ
シ
ガ

　
　
如
ク
書
庫
ノ
三
三
ナ
ル
が
為
X
充
分
ノ
凹
型
ヲ
為
ス
能
ハ
ズ
問

　
　
或
ハ
翌
年
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
モ
ノ
ア
リ
唯
今
日
ハ
可
成
之
ヲ
防
キ

　
．
他
日
新
築
ノ
弗
洛
成
ヲ
待
ツ
ノ
外
ナ
キ
ナ
リ
（
二
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帝
国
図
書
館
明
治
三
一
年
報
）

　
か
か
る
書
庫
の
状
態
か
ら
い
っ
て
、
交
付
さ
れ
た
納
本
図
書
を
一

切
廃
棄
せ
ず
に
こ
と
ご
と
く
保
存
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
限
り
、
明

治
二
七
年
八
月
の
裁
可
に
従
っ
て
廃
棄
を
な
す
こ
と
と
し
、
そ
の
上
・

は
内
務
省
か
ら
交
付
納
本
図
書
の
一
部
分
が
途
絶
す
る
こ
と
も
止
む

を
得
な
い
と
い
7
5
の
が
、
図
書
館
側
の
考
え
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
、

（二

ﾜ）

二
二
四一



～

　
さ
て
、
こ
の
内
務
省
の
措
置
に
よ
っ
て
交
付
を
打
切
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
も
の
は
、
．
⑳
等
に
よ
れ
ぽ
「
別
丁
物
」
と
し
て
従
来
交
付

の
分
で
あ
る
。
　
「
別
括
物
」
の
名
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
書
の
う
ち
で

は
⑳
に
一
度
だ
け
み
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
名
を
冠
す
る
図
書
の
詳

細
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
一
方
、
内
務
省
の
措
置
は
雑
誌
類
の
交
付
に
直
接
に
影

響
を
与
え
た
こ
と
が
、
つ
」
ぎ
の
往
復
文
書
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
ま
た
、
措
置
に
よ
っ
て
途
絶
し
た
．
「
別
薫
物
」
の
具
体
的
な

内
容
を
探
る
上
で
少
し
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。

　
働
．
　
　
　
・
　
　
　
三
十
一
年
十
一
月
一
日
　
庶
務
掛

　
　
　
納
本
雑
誌
類
送
付
芝
之
義
内
務
省
警
保
局
へ
照
会

　
　
当
館
へ
御
送
付
可
相
成
丈
心
添
内
雑
誌
類
ハ
去
六
月
以
来
一
向

　
」
御
送
付
無
之
閲
読
者
二
三
テ
失
望
候
モ
ノ
少
カ
ラ
ス
遠
類
無
二

　
　
納
本
相
成
居
候
分
ハ
至
急
御
送
付
且
爾
後
納
本
ノ
分
モ
可
成
速

　
　
二
三
回
送
相
成
候
様
三
度
此
段
旧
記
照
会
候
也

　
　
　
　
警
保
局
宛
r
　
，
　
　
　
　
．
　
　
・
　
　
、
　
館

　
⑳
　
三
三
三
冠
三
省
第
四
二
号
ノ
内

　、

{
月
一
・
日
乙
第
一
一
四
号
ヲ
以
テ
本
年
六
月
以
来
雑
誌
三
界
一

　
　
向
送
付
無
之
云
々
御
照
会
之
処
右
ハ
兼
テ
御
協
議
及
ヒ
タ
ル
次

　
　
第
モ
有
之
納
本
中
盤
号
ノ
分
溜
普
通
ノ
出
版
物
ト
雑
誌
ト
ヲ
問

　
　
．
ハ
ス
総
テ
御
送
付
不
致
次
第
二
有
之
尤
モ
当
省
二
於
テ
ハ
今
後

　
　
雑
誌
類
ハ
甲
号
乙
号
ヲ
問
ハ
ス
悉
皆
送
付
シ
テ
モ
差
支
無
之
二

　
　
付
其
旨
文
部
省
ヨ
リ
更
ラ
ニ
御
照
会
有
之
二
恩
テ
ハ
改
メ
テ
可
「

　
及
送
付
候
此
段
回
答
傍
申
進
候
也

　
　
　
明
治
三
十
一
年
十
二
月
廿
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
省
警
保
局

　
　
　
帝
国
図
書
館
御
中

⑳
　
．
　
　
．
　
　
　
三
十
一
年
十
二
月
十
六
日
　
庶
務
掛

　
　
雑
誌
類
苑
付
方
論
義
二
付
内
務
省
警
保
局
へ
再
応
照
会
　
　
．

　
雑
誌
類
御
送
付
方
之
義
二
付
本
月
一
日
乙
第
一
一
四
号
ヲ
以
テ

　．

y
御
照
会
候
新
本
且
十
四
日
付
図
省
第
四
二
号
ヲ
以
テ
御
回
答

　
三
三
了
承
然
ル
ニ
当
館
ヨ
リ
及
御
照
会
候
雑
誌
類
ハ
即
前
記
之

　
三
尉
テ
兼
テ
御
協
議
ノ
末
御
送
付
無
之
事
二
相
成
居
候
従
来
別

　
三
物
中
ノ
種
類
二
属
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
ハ
無
之
御
協
議
前
陸
別
括

　
物
ト
シ
御
送
付
相
成
リ
居
ラ
サ
．
ル
者
二
有
之
候
二
付
御
照
会
致

　
候
次
第
二
有
之
前
付
テ
ハ
此
類
ニ
シ
テ
副
直
納
本
相
成
居
候
分

　
此
際
至
急
御
送
付
尚
引
続
納
本
次
第
野
送
付
有
之
候
様
致
臣
下

　
段
再
応
引
湯
照
会
候
也
　
　
、
　
　
．

　
　
　
前
記
目
録
ハ
…
雑
誌
仮
原
簿
ヨ
リ
写
取
回
モ
ノ
尻
付
控
取
置

　
　
　
カ
ズ
〔
朱
書
〕

　
追
テ
別
添
物
御
送
付
無
之
様
癌
相
成
御
協
議
ノ
節
爾
後
別
称
物

　
ノ
範
囲
ハ
．
可
成
縮
小
シ
テ
警
察
御
取
調
上
必
要
ノ
モ
ノ
ノ
ミ
ト

　
シ
其
他
ハ
普
通
書
籍
ト
シ
テ
御
送
付
会
計
成
旨
貴
生
図
書
課
員

　
ヨ
リ
ノ
談
シ
モ
有
之
当
館
二
三
テ
モ
其
積
ニ
テ
自
然
御
協
議
モ

ー
相
整
候
次
第
二
候
条
今
後
モ
右
方
針
ニ
ヨ
リ
御
送
付
無
之
影
回

’
可
成
其
範
囲
ヲ
狭
メ
ラ
レ
候
様
子
度
此
段
陳
述
候
也
・

一孟
【



　
⑳
　
蜘
儲
雛
警
図
省
第
四
二
号
ノ
内

　
　
客
年
十
二
月
二
十
七
日
乙
第
一
・
．
二
六
号
ヲ
以
テ
雑
誌
類
送
付
方
、

　
　
之
義
御
照
会
之
趣
了
承
右
御
協
議
前
議
飼
物
ノ
取
扱
テ
為
サ
・
、

　
　
ル
分
泌
此
際
取
調
次
第
御
摩
可
毒
心
得
共
雑
誌
類
ニ
シ
テ
別
括

　
．
物
ト
シ
テ
諏
扱
候
分
モ
間
々
有
之
右
之
其
分
ハ
御
運
不
及
酒
間

　
　
此
段
予
メ
御
承
知
置
相
成
度
此
段
御
回
答
労
寄
進
四
一

　
　
　
　
明
治
三
十
二
年
一
月
十
四
日
　
　
　
　
・
　
警
保
局

　
　
　
．
帝
国
図
書
館
御
中

　
す
な
わ
ち
、
以
上
の
文
書
か
ら
、
今
後
交
付
を
打
切
ら
れ
た
「
別

括
物
」
と
は
、
内
務
省
が
出
版
警
察
の
取
締
目
的
上
手
元
に
置
い
て

お
き
た
い
種
類
の
図
書
を
多
く
含
む
も
の
で
あ
わ
た
こ
と
が
判
明
ナ

る
。
そ
し
て
内
務
省
に
置
か
れ
た
分
が
、
周
知
の
大
正
一
二
年
関
東

大
震
災
に
よ
る
内
務
省
書
庫
焼
失
に
よ
り
烏
有
に
帰
し
た
図
書
に
含

ま
れ
て
い
た
こ
と
が
当
然
推
定
で
き
る
。
．

　
か
く
し
て
、
二
で
見
た
図
書
館
の
廃
棄
措
置
に
よ
る
喪
失
と
合
わ

せ
て
、
明
治
以
降
震
災
ま
で
の
出
版
警
察
法
制
の
実
態
を
探
る
、
重
－

要
な
原
資
料
の
多
く
を
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
持
ち
合
す
ご
ど
が
で
き
．

．
な
い
理
由
の
一
斑
を
知
る
こ
と
と
な
る
。

注（二

O）

（一

l
）

（一一

ﾜ）

『
帝
国
図
書
館
年
報
』
前
注
（
四
と
七
五
お
よ
び
一
九
一
頁
。

同
前
注
一
九
一
頁
。

書
庫
の
問
題
が
一
応
解
決
を
み
る
の
は
、
明
治
三
九
年
三
月
に
新
築

館
（
現
在
の
国
立
国
会
図
書
館
支
部
上
野
図
書
館
の
建
物
）
が
落
成
し
た

ち
際
で
あ
る
ゆ
帝
国
図
書
館
明
治
三
八
年
度
年
報
に
よ
れ
ば
「
本
年
度
一
新
．

築
館
落
成
シ
タ
ル
ラ
以
テ
諸
般
ノ
設
備
稽
や
完
備
シ
書
庫
モ
比
較
的
余
，

地
ヲ
存
ス
ル
ヲ
以
テ
図
書
ズ
整
頓
上
大
二
便
ヲ
得
タ
レ
ド
モ
唯
経
費
ノ

都
合
上
書
函
全
部
ノ
改
造
ヲ
果
ス
能
ハ
ザ
リ
シ
バ
甚
タ
遺
憾
ト
ス
ル
所

「ナ

活
ﾋ
テ
今
後
経
費
ノ
許
ス
限
り
漸
次
改
造
ヲ
企
テ
内
部
λ
整
頓
ヲ
完

ウ
セ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
セ
リ
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
同
前
注
二
二
〇
頁
。

「
し
か
し
な
が
ら
》
、
⑳
中
の
「
公
約
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
て
書
庫
．

の
都
合
が
で
き
た
後
に
お
い
て
も
、
明
治
一
二
一
年
の
、
こ
の
途
絶
を
回
復

し
M
再
び
全
部
交
付
を
受
け
る
に
至
っ
た
と
い
う
文
書
お
よ
び
記
録
を

今
の
と
こ
ろ
見
出
す
こ
と
億
で
き
な
い
。
強
い
て
考
え
ら
れ
を
と
す
れ

ば
、
後
述
す
る
昭
和
期
の
行
政
処
分
に
付
せ
ら
れ
た
単
行
本
（
納
本
の
副
、
一

本
）
の
保
管
方
を
伺
い
出
て
認
め
ら
れ
た
例
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
か
（
後
述
　
二
六

五
参
照
）
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

四
　
出
版
警
察
法
制
下
に
布
け
る
収
蔵
庫
ど
し
で
の
帝
国
図
書
館

　
日
本
の
近
代
国
家
と
し
て
の
歩
み
と
併
行
し
て
発
達
し
て
き
た
近
皿

代
出
版
警
察
法
制
は
、
明
治
二
六
年
そ
の
基
本
法
で
あ
る
出
版
法
の

公
布
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
確
固
た
る
も
の
に
な
っ
た
。
帝
国
図
書

館
が
そ
の
法
制
の
元
締
で
あ
為
内
務
省
と
、
納
本
図
書
の
心
違
を
通

し
て
前
身
の
東
京
書
籍
館
以
来
、
ず
っ
と
接
触
を
持
？
て
来
た
こ
と

は
、
こ
れ
ま
で
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
関
係
に
お
け

・
る
図
書
館
の
立
場
ぼ
、
一
国
の
文
化
遺
産
の
最
終
的
収
蔵
庫
と
し
て

，
の
性
格
よ
り
竜
、
あ
く
ま
で
も
出
版
警
察
法
制
に
奉
仕
す
る
一
時
的



、収
蔵
庫
と
し
て
の
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
っ
え
こ
と
が
、
．
ず
で
に
伺

い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ざ
ら
に
、
図
書
館
側
の
事
情
と
七
て
、

明
治
三
九
年
三
月
の
帝
国
図
書
館
の
新
館
落
成
は
、
わ
が
国
の
図
書

館
史
上
一
時
期
を
画
す
る
こ
と
忙
な
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
出
版
警

察
法
制
と
図
書
館
の
閑
係
が
、
以
上
の
性
格
の
も
の
と
し
て
安
定
期

に
入
っ
た
こ
と
と
一
致
す
る
。

　
こ
れ
か
ら
み
る
文
書
は
、
内
務
省
に
よ
る
納
本
図
書
交
付
の
遅
滞

お
よ
び
既
に
交
付
済
図
書
の
返
戻
方
照
会
と
、
そ
れ
に
対
す
る
図
書

館
側
の
措
置
お
よ
び
反
応
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
明

治
。
大
正
。
昭
和
の
各
時
代
を
通
七
て
、
一
貫
し
て
「
出
版
警
察
目

的
」
を
最
優
先
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
出
版
警
察
法
制
に
奉
仕
す
る

収
蔵
庫
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
た
帝
国
図
書
館
の
実
態
を
如
実
に
表

わ
す
も
の
で
あ
る
。

　
内
務
省
の
納
本
図
書
交
付
の
遅
滞
に
対
す
る
帝
國
図
書
館
か
ら
の

照
会
お
よ
び
内
務
省
の
回
答
の
文
書
は
、
画
以
下
の
一
件
を
す
で
に

み
で
き
た
が
、
そ
の
抵
か
明
治
時
代
に
四
件
、
大
正
時
代
に
九
件
、

昭
和
一
〇
年
代
に
二
件
が
現
存
す
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
出
版
警
察
、

、
法
制
と
帝
国
図
書
館
の
か
が
る
関
係
を
典
型
的
に
表
わ
し
て
い
る
も

の
に
つ
ぎ
の
も
の
が
あ
る
（
二
六
）
。

　
⑳
　
　
．
　
　
　
　
　
三
十
四
年
九
月
十
二
日
　
庶
務
掛

　
　
　
納
本
送
付
方
之
義
二
付
内
務
省
図
書
課
長
へ
照
会

　
　
貴
局
ヨ
リ
当
館
へ
御
送
付
三
相
成
納
本
之
義
近
来
往
々
遅
延
相

　
　
成
候
モ
ノ
回
忌
就
中
小
説
類
ノ
如
キ
ハ
発
行
年
月
田
ヨ
リ
半
年

　
、
乃
至
一
年
置
経
過
ス
ル
モ
猶
御
送
付
無
之
モ
ノ
有
之
当
館
二
選

　
　
｝
ア
閲
読
人
ノ
請
求
二
対
シ
毎
凌
差
支
候
元
来
納
本
ハ
発
行
前
二

　
　
於
テ
ス
ヘ
キ
孟
月
有
之
候
ヘ
ハ
当
館
口
口
未
タ
世
間
二
流
玉
容

　
　
サ
ル
以
前
二
世
テ
備
付
ラ
ル
ヘ
キ
儀
ナ
ル
ニ
既
二
新
聞
紙
上
等

　
　
二
批
評
有
之
モ
ノ
ニ
テ
却
テ
当
館
ニ
ハ
備
付
無
之
類
有
之
世
間

　
　
二
対
シ
政
府
事
務
ノ
緩
慢
ヲ
証
ス
ル
義
ニ
テ
御
同
様
職
責
上
汗

　
　
顔
之
至
リ
ニ
有
之
就
テ
ハ
爾
後
納
本
ハ
可
成
簡
便
ノ
手
続
ヲ
以

　
　
テ
日
々
速
八
尋
送
付
相
成
候
様
致
度
此
段
及
御
照
会
候
也

　
　
〔
追
ケ
以
下
略
〕
　
　
．
‘
　
、
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
館
長
　
、

　
　
　
　
内
務
省
警
保
局
図
書
課
長
久
保
田
政
周
宛
親
展

　
魎
　
舗
騰
解
悟
図
嚢
第
三
一
、
○
号
　
　
　
　
　
　
　
，
・
　
　
。

　
　
本
月
十
二
日
付
ヲ
以
テ
貴
館
へ
送
付
本
遅
延
λ
件
御
照
会
耳
蝉

　
　
了
承
則
チ
職
務
検
閲
上
差
支
ナ
キ
限
り
ハ
可
成
的
速
カ
ニ
送
本

　
　
為
致
候
条
此
段
及
御
回
答
候
也

　
　
　
　
明
治
三
十
四
年
九
月
廿
三
母
．
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
省
警
保
局
図
書
課
長
久
保
田
政
周

　
　
　
　
帝
国
図
書
館
長
田
中
稲
城
殿

　
か
か
る
関
係
は
、
昭
和
に
入
っ
て
も
ず
っ
と
変
ら
な
か
っ
た
。
つ

ぎ
の
文
書
は
、
そ
の
こ
ど
を
証
明
し
て
い
る
。

　
⑳
　
　
　
　
昭
和
十
四
年
十
一
月
二
十
三
日
　
　
－
庶
務
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
計
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
、
　
受
入
係

　
　
　
．
第
一
部
長

七

、



　
　
第
二
部
長

館
長

　
乙
二
六
〇
　
案

　
　
十
四
年
十
．
一
月
十
四
日
　
館
長

　
内
務
省
警
保
局
長
本
間
精

貴
逆
名
保
管
目
零
ル
左
記
図
書
、
公
衆
ヲ
シ
テ
利
用
致
サ
セ
度

三
二
付
三
差
三
無
三
図
バ
バ
此
際
当
館
へ
御
引
渡
相
成
下
様
三

度
此
段
及
照
会
候
也

　
　
　
記

　
一
－
国
訳
漢
文
大
成

山
襟
大
蔵
経

⑩
　
警
保
局
図
三
三
第
五
六
五
号

　
　
　
昭
和
十
四
年
十
二
二
七
日

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
省
警
保
局
長

帝
国
図
書
館
三
殿

　
図
書
保
管
方
二
関
ス
ル
件
回
答

標
記
ノ
件
二
関
シ
客
月
十
四
日
附
乙
第
二
六
〇
号
ヲ
以
テ
御
三

．
会
有
之
候
処
左
記
要
領
二
依
リ
保
管
相
成
二
於
テ
ハ
別
段
異
存

無
闇
右
及
回
答
雨
雫

　
　
　
記

．一

@
保
管
図
書
ハ
h
国
訳
漢
文
大
成
」
及
「
大
正
新
鮮
大
蔵
経
」

　
ノ
ニ
種
目
ト
ス
。
但
検
閲
上
必
要
ノ
モ
ノ
ハ
之
ヲ
除
ク

ニ
　
当
局
ノ
要
求
ア
ル
ト
キ
ハ
直
チ
ニ
提
出
又
質
返
還
ス
ル
コ

　
　
ト

　
三
　
保
管
ス
ベ
・
キ
図
書
二
対
シ
テ
ハ
当
局
所
定
ノ
目
録
及
力
一

　
　
ド
ヲ
作
成
提
出
ス
ル
コ
ト

　
四
　
保
管
ス
ベ
キ
図
書
ノ
受
授
二
丁
前
項
目
録
又
バ
カ
ー
ド
ニ

　
　
・
取
扱
者
捺
印
シ
テ
受
領
ノ
証
ト
ス
ル
コ
ト

　
五
・
保
管
図
書
ハ
図
書
館
規
定
二
基
キ
公
衆
ノ
閲
覧
二
供
ス
ル

　
　
モ
支
障
ナ
シ

　
六
　
保
管
図
書
ニ
シ
テ
汚
損
、
破
損
等
二
因
リ
保
存
ご
堪
ヘ
ザ
・

　
　
ル
一
三
リ
タ
．
ル
ト
キ
ハ
当
局
へ
返
還
ス
ル
コ
ト

＠
　
昭
和
十
五
年
一
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
庶
務
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
入
孫

　
　
　
第
一
部
長
　
　
　
．
－

　
館
長

　
　
乙
四
　
案

　
　
　
十
五
年
一
月
十
一
日
　
館
長

　
　
内
務
省
警
保
局
長

　
襲
一
一
・
国
訳
漢
文
大
成
並
大
正
新
脩
大
蔵
経
御
引
渡
相
成
閲
覧
者

鳥
ヲ
稗
益
ス
ル
野
蒜
砂
洵
二
感
謝
ノ
至
二
不
堪
霊
芝
テ
パ
猶
文
芸

、
三
三
ノ
他
ニ
シ
テ
検
閲
上
支
障
ナ
キ
モ
ノ
有
之
候
ハ
ぐ
前
記
図

　
書
ト
同
様
御
取
計
御
配
慮
相
三
度
此
段
重
ネ
テ
及
照
会
候
也

　
追
テ
検
閲
上
必
要
有
之
候
場
合
ハ
其
ノ
都
度
御
要
求
二
可
応
為

　
念
差
添
候
‘

図
書
館
が
出
版
警
察
法
制
に
奉
仕
す
る
一
時
的
収
蔵
庫
と
し
て
の

一
二
八一，



性
格
を
も
つ
、
て
い
た
実
態
を
示
す
他
の
ひ
と
つ
は
、
度
重
な
っ
て
内

務
省
か
ら
発
せ
ら
れ
た
交
付
済
図
書
の
返
戻
方
の
照
会
の
文
書
で
あ

る
。
こ
の
返
戻
方
照
会
文
書
は
、
．
す
で
に
三
件
を
み
て
き
た
が
、
そ

の
ほ
か
明
治
時
代
に
五
件
、
大
正
時
代
、
に
七
件
、
昭
和
時
代
に
一
件

圏
が
現
存
す
る
。

　
そ
れ
ら
の
う
ち
、
つ
ぎ
の
一
件
は
最
も
典
型
的
な
例
で
あ
る
（
二
七
）
。

「
⑫
　
明
治
光
八
年
十
一
月
置
御
送
付
候
幸
徳
傳
次
郎
著
作
発
行
社

　
　
会
主
義
神
髄
壱
冊
事
務
取
扱
上
必
要
出
来
曰
付
一
時
返
付
相
成

　
　
度
此
段
及
照
会
候
也

　
　
　
　
明
治
四
十
一
年
六
月
十
二
日

　
　
　
　
帝
国
図
書
館
御
中
　
　
　
　
　
　
　
内
務
省
警
保
局

　
㊥
　
四
一
年
六
且
＝
ご
日
　
庶
務
掛

　
　
　
内
務
省
警
保
局
ヨ
リ
社
会
主
義
神
髄
返
付
方
照
会
目
付
回
答

　
　
明
治
計
八
年
十
一
月
（
光
六
年
ノ
誤
ナ
ル
ヘ
ジ
）
御
送
付
相
成

　
」
候
幸
徳
傳
次
郎
著
社
会
主
義
神
髄
一
時
返
付
韻
致
御
照
会
之
趣

　
　
了
承
則
別
冊
再
認
返
付
候
也

　
　
尚
一
時
之
事
故
蔵
書
印
モ
三
三
ニ
テ
御
回
付
二
三
万
一
永
ク
御

　
　
返
付
無
之
様
ノ
事
ニ
モ
相
成
候
ハ
・
消
印
ノ
上
原
簿
ヨ
リ
取
除

　
　
キ
候
等
ノ
手
続
モ
有
之
三
間
一
且
嶋
影
野
回
付
相
成
候
様
度
致

　
　
其
上
改
テ
御
返
付
引
致
候

　
⑭
　
勤
鰹
巨
財
図
発
第
一
〇
七
号

　
｝
，
一
時
返
付
相
成
リ
タ
ル
幸
徳
傳
次
郎
著
社
会
主
義
神
髄
一
冊
ハ

　
」
事
務
取
扱
上
其
儘
留
置
度
当
付
御
申
越
ノ
如
ク
一
旦
及
御
回
付

　
　
候
条
更
二
返
付
相
成
度
別
冊
相
測
候
此
段
及
照
会
定
心

　
　
　
r
明
治
四
十
一
年
六
月
十
六
日

　
　
　
　
帝
国
図
書
館
御
中
「
、
　
　
，
・
　
．
内
務
省
警
保
局

．
こ
の
⑭
の
文
書
中
に
は
、
　
「
消
印
ノ
上
即
日
返
付
ス
」
と
朱
書
が

あ
り
、
・
『
社
会
主
義
神
髄
』
が
図
書
館
か
ら
こ
の
よ
う
に
し
て
取
返

さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
二
八
）
。

　
さ
ら
に
、
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
に
付
言
す
れ
ぽ
、
明
治
二
十
年

代
後
半
以
降
、
出
版
警
察
法
制
と
東
京
図
書
館
お
よ
び
帝
国
図
書
館

と
の
関
係
が
流
動
か
ら
安
定
に
移
る
時
期
に
、
図
書
館
側
の
決
定
に

関
与
し
て
い
た
の
か
、
田
中
稲
城
と
西
村
竹
間
で
あ
る
ご
と
が
、
現

存
文
書
上
の
押
印
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
周
知
の
よ
う

に
田
中
は
明
治
二
三
年
以
来
大
正
一
〇
年
ま
で
、
東
京
図
書
館
続
い
’

て
帝
国
図
書
館
の
館
長
を
つ
と
め
、
ぎ
た
西
村
億
そ
の
下
に
司
書
官

と
し
て
あ
り
、
後
に
日
本
図
書
館
協
会
の
理
事
長
を
つ
と
め
た
。
二
、

人
と
も
日
本
図
書
館
史
上
の
代
表
人
物
で
あ
り
、
草
創
期
の
図
書
館

界
の
指
導
者
的
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
に
も
重
要
な
意
味
が
あ
る
で
あ

ろ
う
。

．
注（

三
ハ
）
　
内
務
省
の
納
本
図
書
交
付
の
遅
滞
に
対
す
る
帝
国
図
書
館
か
ら
の

　
照
会
お
よ
び
内
務
省
の
回
答
の
文
書
で
現
存
す
る
合
計
一
六
件
の
う
ち
、

　
本
文
中
紹
介
し
た
三
件
（
⑳
i
⑯
、
⑰
1
⑳
、
⑳
一
⑳
）
ほ
か
一
三
件
の

　
文
書
を
日
付
の
み
記
せ
ば
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
・
ω
明
治
三
一
年
六
月
六
日
付
帝
国
図
書
館
発

【
莞一



　
　
明
治
三
一
三
六
三
九
日
付
内
務
省
回
答

、
②
明
治
三
二
年
三
三
一
七
目
付
帝
国
図
書
館
発

　
　
明
治
三
二
年
三
月
二
一
二
目
付
内
務
省
回
答

　
㈹
明
治
三
七
年
一
二
月
一
六
日
付
帝
国
図
書
館
発

　
凶
大
正
＝
年
八
月
二
一
日
付
帝
国
図
書
館
発

　
　
大
正
一
一
年
八
月
二
八
日
付
内
務
省
回
答
，
、

　
㈲
大
正
＝
年
九
月
一
四
日
付
帝
国
図
書
館
発

　
㈲
大
正
＝
年
一
一
月
二
八
日
付
帝
国
図
書
館
発

　
ω
大
正
一
二
年
二
月
一
五
目
付
帝
国
図
書
館
発

　
圖
大
正
一
二
年
五
月
一
四
日
付
帝
国
図
書
館
発

　
働
大
正
一
二
年
六
月
六
日
付
帝
国
図
書
館
発

　
㈲
大
正
一
二
年
七
月
一
〇
目
付
帝
国
図
書
館
発

　
⑳
大
正
一
二
年
八
月
二
六
日
付
帝
国
図
書
館
発

　
㈱
大
正
一
三
年
八
月
七
目
付
帝
国
図
書
館
発
　
　
　
　
　
　
、

　
⑯
昭
和
一
五
年
三
月
一
八
日
付
帝
国
図
書
館
発

　
　
昭
和
一
五
年
四
月
二
一
二
目
付
内
務
省
回
答

く
二
七
）
　
既
に
交
付
済
図
書
の
返
戻
方
の
内
務
省
の
帝
国
図
書
館
へ
の
照
会

　
お
よ
び
そ
の
回
答
の
文
書
で
，
現
存
す
る
合
計
一
六
件
の
う
ち
、
本
文
中

　
で
紹
介
し
た
四
件
（
⑮
i
⑱
、
⑳
コ
⑳
、
⑳
一
⑳
、
⑫
1
⑭
）
の
ほ
か
一
二

層
件
の
文
書
を
目
付
の
み
記
せ
ば
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
ω
明
治
三
一
年
五
月
二
〇
日
付
内
務
省
照
会
．

　
②
明
治
三
一
年
六
月
一
五
日
付
内
務
省
照
会

　
　
日
付
不
明
　
帝
国
図
書
館
珂
答

　
㈹
明
治
三
一
年
六
月
二
二
日
付
内
務
省
照
会
！

　
　
明
治
三
一
年
六
月
二
四
目
付
帝
国
図
書
館
回
答
・

　
㈲
明
治
四
三
年
八
月
二
七
日
付
内
務
省
照
会

　
　
明
治
四
三
年
九
月
三
目
付
帝
国
図
書
館
回
答

　
㈲
大
正
二
年
七
月
二
二
日
遅
内
務
省
照
会

　
㈲
大
正
二
年
九
月
三
目
付
内
務
省
照
会

　
　
大
正
二
年
九
三
四
日
付
帝
国
図
書
館
回
答
二
一

　
㈲
大
正
三
年
四
回
二
日
遅
内
務
省
照
会

㈲
大
正
三
年
＝
三
七
日
付
内
務
省
照
会

　
働
大
正
九
年
二
月
四
日
付
内
務
省
照
会
’
、

　
　
大
正
九
年
二
月
一
〇
日
付
帝
国
図
書
館
回
答

㈲
大
正
九
年
六
月
一
七
日
付
内
務
省
照
会

　
⑳
大
正
九
年
一
一
月
一
〇
日
付
内
務
省
照
会

　
㈱
昭
和
一
一
一
年
一
〇
月
二
〇
日
付
内
務
省
照
会

（二

ｪ）

@
『
社
会
主
義
，
神
髄
』
は
、
明
治
四
三
年
九
月
三
目
に
発
売
頒
布
禁
止

　
処
分
に
な
っ
て
い
み
。
大
逆
事
件
か
ら
以
降
の
出
版
警
察
法
制
ど
帝
国

　
図
書
館
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
大
滝
前
注
（
二
）
四
四
頁
以
下
参
照
。

五
、
昭
和
期
発
禁
本
移
管
の
経
緯

　
帝
国
図
書
館
は
、
昭
和
一
二
年
以
降
に
な
っ
て
い
昭
和
期
に
発
売

頒
布
禁
止
等
の
行
政
処
分
を
受
け
た
図
書
を
内
務
省
か
ら
受
領
し
て

い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
前
漢
で
ふ
れ
た
が
（
二
九
）
、
今
回
そ
の
経

緯
の
往
復
文
書
が
見
出
さ
れ
た
の
で
、
つ
ぎ
に
紹
介
す
る
。

　
⑯
、
・
乙
第
五
．
号

　
ヒ
昭
和
十
二
年
一
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帝
国
図
書
館
長
松
本
宣
三

o



　
内
務
省
警
保
局
長
萱
場
軍
蔵
殿

　
当
館
ハ
内
外
古
今
ノ
図
書
記
録
類
ヲ
蒐
集
シ
テ
、
普
ク
公
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ

ノ
閲
覧
二
三
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
明
治
五
年
創
立
以
来
我
国
文

化
ノ
保
存
機
関
ト
シ
テ
、
国
内
出
版
物
ノ
一
部
ヲ
受
領
ス
ル
事

ト
相
成
居
、
随
ツ
テ
従
来
政
府
二
三
テ
行
政
処
分
ニ
ョ
リ
三
三

・
売
頒
布
ヲ
禁
止
セ
ラ
レ
タ
ル
図
書
ノ
一
三
略
ヒ
当
館
独
自
ノ
立

場
且
レ
閲
覧
ヲ
禁
止
セ
ル
モ
ノ
ニ
至
ル
マ
デ
、
「
禁
閲
図
書
」
ト

シ
テ
特
別
ノ
方
法
ニ
ヨ
リ
厳
重
二
保
存
致
居
候
為
メ
、
自
ラ
国

家
事
務
遂
行
上
智
モ
補
助
機
関
ト
シ
テ
ノ
使
命
ヲ
果
シ
来
レ
ル

無
蓋
承
知
ノ
通
り
ニ
有
之
候
、
就
テ
ハ
今
後
貴
省
二
於
テ
行
政

処
分
二
三
セ
ラ
レ
タ
ル
図
書
三
二
・
雑
誌
類
ノ
一
本
ヲ
」
当
館
二
・

移
管
相
三
図
ハ
ぐ
厳
重
保
管
ノ
上
、
何
時
ニ
チ
モ
貴
省
出
版
警

察
事
務
遂
行
上
躯
宜
相
店
ヒ
候
様
整
理
致
置
ク
ベ
ク
、
二
一
欧

米
ノ
国
立
図
書
館
二
於
テ
モ
屡
々
見
ル
所
二
有
之
、
層
図
書
ノ
整

理
保
存
ラ
任
杢
ス
ル
図
書
館
ヲ
シ
テ
管
理
セ
シ
ム
ル
，
順
守
絶
対

一
二
其
散
逸
ヲ
防
止
セ
シ
ム
ル
事
ヲ
得
ベ
ク
、
至
極
適
当
ナ
ル
措

置
．
二
可
有
之
ト
被
四
三

．
、
当
館
二
三
ケ
ル
旧
記
図
書
ノ
整
理
保
管
ヒ
就
イ
テ
ハ
、
・
筍
モ
，

行
政
処
分
二
三
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
，
ナ
ル
ゾ
以
テ
、
、
其
取
扱
ハ
極

メ
テ
厳
重
ニ
シ
テ
、
当
館
職
員
ト
難
モ
絶
対
二
、
閲
読
ヲ
許
サ
ズ
、

館
長
室
備
付
ノ
特
別
書
架
二
秘
蔵
シ
テ
、
館
長
自
ラ
其
保
管
ノ

責
降
任
シ
居
候
次
第
二
有
之
候
．
－
　
　
　
’

　
舷
二
当
館
ノ
一
，
使
命
タ
ル
文
化
保
存
ノ
重
責
、
潮
煮
ミ
、
行
政

　
　
処
分
二
巴
セ
ラ
レ
タ
ル
図
書
ノ
移
管
方
二
関
ツ
得
貴
意
度
此
段

　
　
申
進
候
也

　
⑯
　
警
保
局
図
発
産
室
二
九
九
号

　
　
昭
和
十
二
年
三
月
一
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
内
務
省
警
保
局
長

　
・
帝
国
図
書
館
長
殿

　
　
　
行
政
処
分
二
附
ゼ
ラ
レ
タ
ル
単
行
本
．
（
納
本
ノ
副
本
）
保
管

　
　
　
方
テ
関
ス
ル
件
回
答

　
　
標
記
ノ
件
二
関
シ
本
年
一
月
十
四
日
附
乙
第
五
号
ヲ
以
テ
御
三

　
　
会
有
之
候
爵
左
記
条
件
二
依
リ
保
管
相
成
二
於
テ
ハ
別
段
異
存

　
惚
無
之
右
及
回
答
候
也
　
　
　
　
　
　
．
　
－

　
　
　
　
　
記

　
」
　
　
保
管
入
ベ
キ
図
書
み
目
録
ヲ
作
成
ス
ル
コ
ト

　
　
ニ
　
当
局
ノ
要
求
ア
ル
ト
キ
ハ
直
チ
ニ
提
出
ス
ル
コ
玉

　
こ
の
往
復
文
書
は
、
以
上
に
み
て
き
た
出
版
警
察
法
制
下
に
お
げ

る
帝
国
図
書
館
の
役
割
を
、
誠
に
簡
明
に
表
わ
し
て
い
る
も
の
ど
い

え
る
だ
ろ
う
。

盆注
む

大
滝
前
回
（
二
）
五
〇
1
五
一
頁
。

小
　
括

以
上
に
お
い
て
、
旧
帝
国
図
書
館
の
現
存
文
書
か
ら
、
「
発
禁
本
」

の
扱
い
を
め
ぐ
る
動
向
に
つ
い
て
素
描
し
た
。
・
そ
し
て
、
そ
の
動
向

　　一　三一



が
、
単
に
帝
国
図
書
館
の
内
部
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
当
時
存
在

，
し
て
い
た
出
版
警
察
法
制
と
直
接
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
看
取
す
る
こ
ど
が
で
き
た
。
，
そ
の
意
味
で
以
上
は
、
戦
前
期
出
版

警
察
法
制
の
一
側
面
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
つ

　
な
お
、
本
稿
鳳
至
稿
同
様
、
図
書
館
を
通
し
て
み
た
出
版
警
察
法
」

．
制
の
』
側
面
に
つ
い
て
、
「
あ
く
ま
で
も
「
素
描
」
「
を
試
み
た
も
の
で

あ
る
。
以
上
で
呪
ら
か
，
に
な
っ
た
実
態
を
さ
ら
に
出
版
警
察
法
制
の

全
体
の
中
に
位
置
づ
け
を
な
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
課
題

で
あ
ろ
う
。
、
ま
た
、
．
世
界
史
的
’
に
み
池
ば
、
検
閣
の
問
題
は
、
人
類

社
会
が
始
ま
っ
て
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
常
に
重
大
な
問
題
と
し

・
て
存
在
し
続
け
て
い
る
。
本
稿
が
対
象
と
し
た
一
九
世
紀
後
半
か
ら

二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
も
、
各
国
に
お
い
て
様
々
な
検
閲
を
め
ぐ

る
問
題
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
わ
が
国
の
こ
れ
ら
の
動
向
が
、
伺
時

代
の
世
界
の
流
れ
の
中
で
さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
も
、
つ
ぎ
の
課

題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
，
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
西
村
正
守
氏
、
佐
野
力
氏
、
菊
地
和
子
氏

　
　
－
か
ら
資
料
上
多
く
の
教
示
を
得
た
こ
と
に
感
謝
す
る
。

　　
@　
@　
@　蝸
詹
ﾛ
羅
（
出
向
屯
）
Y

4

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
事
例

　
質
問
　
伊
藤
銀
月
の
著
作
リ
ス
ト
，
（
県
立
図
書
館
）
　
熟

　
回
答
∴
当
館
所
蔵
の
伊
藤
銀
月
の
主
な
図
書
を
次
に
お
し
ら
せ
し
ま
す
。

　
『
詩
的
東
京
』
　
曙
光
社
、
明
3
4
　
、
（
三
〇
1
七
五
）
．
・

一
『
最
新
東
京
繁
昌
記
』
　
上
巻
　
内
外
出
版
会
　
明
3
6
　
（
九
六
一
一
七
六
）

　
『
人
情
観
的
目
本
史
』
　
文
禄
堂
　
明
3
7
，
，
（
四
五
i
四
三
．
一
）
．

　
『
百
字
文
の
栞
』
八
伊
藤
銀
月
編
）
．
文
学
伺
志
会
　
明
3
8
　
（
九
八
i
デ
四

」
五
）

　
『
つ
き
影
』
　
如
山
堂
書
店
　
明
3
8
　
（
九
八
－
六
五
）

・
『
太
閤
記
』
　
文
禄
堂
　
明
3
8
　
（
九
九
一
一
六
四
）

　
『
百
字
文
暦
』
幽
伊
藤
銀
月
編
　
百
字
文
会
　
明
3
9
　
（
九
四
－
四
一
．
ニ
ハ
）
，

　
．
『
予
の
半
面
』
　
弘
道
館
　
明
3
9
　
（
一
四
〇
1
七
一
二
）

　
『
銀
月
交
』
楽
山
堂
書
房
　
明
4
2
　
（
七
二
⊥
二
七
四
）

　
『
伊
藤
博
文
公
』
　
千
代
田
書
房
　
明
4
2
．
（
七
ニ
ー
三
五
九
）

　
『
海
舟
と
南
洲
』
　
千
代
田
書
房
，
明
4
2
圃
（
七
二
⊥
二
五
八
〉

　
『
南
朝
と
北
朝
』
　
千
代
田
書
房
　
明
4
3
　
（
七
言
ー
三
九
四
）
．

　
『
秀
吉
と
家
康
』
，
全
2
冊
　
千
代
田
書
房
・
明
4
2
・
4
3
　
（
三
叉
ー
三
四

六
）
　
　
　
　
　
　
　
「
　
－

　
『
日
本
警
語
史
』
（
伊
藤
銀
月
編
｝
）
　
実
業
の
目
本
社
　
大
7
　
（
三
七
六
－

二
〇
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
参
ン
ー
一
八
〇
七
）
「

　　r　至
二




